
静岡県内の「特定（産業別）最低賃金」の適用産業（業種）一覧 

最低賃金の名称 日本標準産業分類 （平成 25 年 10 月（第 13 回）改定） 

パルプ・紙・加工紙製

造業 

※現在は地域別最賃が適用 

E141 パルプ製造業 E140 
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E142 紙製造業 

E143 加工紙製造業 

タイヤ・チューブ、ゴム
ベルト・ゴムホース・工
業用ゴム製品製造業 

E191 タイヤ・チューブ製造業 E190 

E193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 

鉄鋼、非鉄金属製造業 

E222 製鋼・製鋼圧延業 E220 
 

E223 製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く） 

E224 表面処理鋼材製造業 

E225 鉄素形材製造業 

E2293 鋳鉄管製造業 

E232 非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む) E230 
 

E233 非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含む） 

E234 電線・ケーブル製造業 

E235 非鉄金属素形材製造業(E2355 非鉄金属鍛造品製造業を除く) 

はん用機械器具、生産
用機械器具、業務用機
械器具、輸送用機械器
具製造業 

E25 はん用機械器具製造業（E251 ボイラ・原動機製造業を除く） E250 

E26 生産用機械器具製造業 E260 

E27１ 事務用機械器具製造業 E270 

E272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 

E311 自動車・同附属品製造業 E310 

E313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

E315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 

E319 その他の輸送用機械器具製造業（E3191 自転車・同部分品製造業を除く） 

電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業 

E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 E280 

E29 電気機械器具製造業（E2973 医療用計測器（心電計製造業を除く）を除く） E290 

E30 情報通信機械器具製造業 E300 

各種商品小売業 
（百貨店等、衣、食、住
（衣、食以外）にわたる商
品を販売する事業所） 

I 56 各種商品小売業 

※ 衣、食、住（衣、食以外）にわたる各種の商品を一括して一の事業所で小

売する事業所で、次の２業種が該当します。 

 I ５６１ 百貨店、総合スーパー  

衣、食、住（衣、食以外）にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売

額の 10％以上 70％未満の事業所で、従業者が常時 50 人以上の事業所 

 I ５６９ その他の各種商品小売業 （従業者が常時 50 人未満のもの）  

衣、食、住（衣、食以外）にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売

額の 50％に満たない事業所で、従業者が常時 50 人未満の事業所 

（取扱商品が、衣、食、住にわたらないものは、各種商品小売業には該当しません） 

I 560 

 
「日本標準産業分類」の各項目の説明、内容など詳しくは、 

総務省統計局ＨＰ（http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm）から確認できます。 
 
 

※「各種商品小売業最低賃金」「パルプ・紙・加工紙製造業最低賃金」の取扱いについて 
  地域別（静岡県）最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を 
  支払わなければなりません。 

・「各種商品小売業最低賃金」が適用される労働者については、平成 30 年 10 月 3 日～12 月 20 日までの間（改正額が適用
されるまでの間）は「静岡県最低賃金」の金額（時間額 858 円）以上を支払わなくてはなりません。 

・「パルプ・紙・加工紙製造業最低賃金」が適用される労働者については、平成 28 年 10 月 5 日以降は「静岡県最低賃金」の
金額が適用となります。 

☆厚生労働省では、中小企業等に対する賃金の引上げのための助成金を用意しています。 
 

 
 
 
 
 

L7282 

◎ お問い合わせは、下記まで 

・最低賃金制度関係： 静岡労働局労働基準部賃金室 （℡ ０５４-２５４-６３１５ ）、又はお近くの労働基準監督署まで 

・賃金引上げのための助成金： 静岡労働局雇用環境・均等室 （℡ ０５４-２５４-６３２０ ） 

・静岡労働局ホームページ（ https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/ ）も参照ください 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

